
0

1 頁平成19年 2月13日  15時18分  作成

10 教育費

05 社会教育費

02 公民館費

生涯学習課

作　成　者：財政課　５（簡略番号 ）

平成19年度 001 一般会計

当初予算

5503000000

040815

007

00

0

00

公民館施設等整備事業（政策分）

前 年 度

ゆとりある心豊かな米子

生涯学習社会の実現

豊かな心を育む人権・教育と歴史・

『こころ』がいきいき

0

0018,50000

18,50020,5809,00810,000

前 年 度

現計予算当初予算

0

歳出予算事業概要書

県支出金

22 18,50012 役務費 地方 01 05 02 004
13 委託料 社会教育施設整備債
14 使用料及び賃借料
15 18,500工事請負費

款

項

目

所属課ｺｰﾄﾞ

所属課名

内線番号

大事業

中事業

小事業

細事業

調整結果額
うち復活額

国庫支出金 地方債 その他 一般財源

実

施

計

画

財源内訳

部

章

節

細 節

要求額

各　課

一般財源

財源 細節款 項 目 節
本年度の財源内訳節

金 額 金 額区分
１．事業の概要と必要性

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果

実施計画計上額

目 的 別

性 質 別

６．財源の説明

物を最大限有効活用し、より安全で快適な学習環境を提供するための増改築工事を行う。
①プライバシー保護の観点からトイレの男女別化を図り、また他目的トイレを設置する。

（１）事業計画

利用者に対し、より使いやすい学習環境が提供でき、住民の幅広い利用が見込める。
（２）事業効果
大会議室を増改築して、活用しやすい会議室を確保する。
②トイレスペース確保の為、使用する倉庫の代替として倉庫を増築する外、１か所しかな

旧米子市・淀江町合併時に建替等の協議があった淀江公民館大和分館について、現状の建
（１）事業の概要

供が可能となる。
　また、今までになかった倉庫スペースを確保することで、今まで以上に多様な事業の提
　市民により利用機会を提供する。
　現在１箇所のみの会議室を増改築することで、２箇所（うち１箇所は分割可能）とし、
（２）事業効果
　公民館増改築工事及び男女別トイレ・多目的トイレ設置

社会教育法第２１条の規定により、公民館は市町村が設置する。

すべて起債

会計 001 一般会計 10款 05項 02目 00700000事業 1頁


